
中間指針追補に関する Q&A 

 

【１．総論】 

問１．中間指針追補の位置付けと内容如何。 

 

【２．支払手続等】 

問２．今回の中間指針追補で示された慰謝料の支払いを受けたい場合には、ど

こに連絡をすればよいのか。いつ頃賠償金が交付されるのか。 

 

【３．対象区域】 

問３．なぜこの地域を対象にするのか。 

 

【４．対象者】 

問４．自主的避難等対象者の賠償に関しては、なぜ本件事故発生時に対象区域

内に自宅がある者だけに限るのか。対象期間のいずれかに滞在している者す

べてではないか。 

 

問５．政府の避難指示等を受けて避難した者はどのような場合に追加の賠償を

受けられるのか。 

 

問６．緊急時避難準備区域や特定避難勧奨地点で避難しなかった者は、今回の

指針追補で賠償を受けられるのか。 

 

【５．損害項目・金額】 

問７．なぜ今回の損害項目が精神的損害や生活費の増加費用等に限られ、営業

損害や就労不能に伴う損害が明記されていないのか。 

 

問８．生活費の増加費用や、移動費用は、個別の領収書を持ってきて実費請求

すれば増額が認められるのか。 

 

問９．子供は何歳まで対象となるのか。また、妊婦はいつの時点から対象とな

るのか。 

 

問１０．子供及び妊婦の損害額の算定の考え方如何。また、子供及び妊婦以外

の対象者の損害額の算定の考え方如何。 
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問１１．妊婦以外の大人が、屋内退避区域の解除後に緊急時避難準備区域とな

った区域に滞在し続けた場合、中間指針追補で賠償されるのか。 

 

問１２．なぜ、子供及び妊婦に係る賠償対象期間を平成２３年１２月末までと

したのか。来年１月以降について賠償は行わないのか。今後検討するとすれ

ば、それはいつ行うのか。 

 

問１３．賠償金を日割りで請求することはできるのか。例えば、避難指示等を

受けて、１週間程度自主的避難等対象区域内に滞在した場合に、賠償金の支

払いを受けることができるのか。 
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【１．総論】 

問１．中間指針追補の位置付けと内容如何。 

（答） 

１．平成２３年８月５日に決定・公表された中間指針におい

ては、避難指示等に係る損害の範囲に関する考え方が示さ

れましたが、その際、避難指示等に基づかずに行った自主

的避難に係る損害については、引き続き検討することとさ

れました。 

 

２．その後、関係者へのヒアリングを含めて調査・検討を行

った結果、この度の中間指針追補において、 

① 自主的避難をした者のみならず滞在を続けた者を含

め、避難指示等対象区域の周辺の一定地域に住居があ

った者が受けた損害（子供及び妊婦は本年１２月末ま

での分、それ以外の者は本件事故発生当初の時期の分） 

② さらに、避難指示等対象区域に住居があった者が受

けた同様の損害 

について、自主的避難等に係る損害として示すこととなっ

たものです。 

 

３．なお、中間指針追補で賠償の対象とされなかったものに

ついても、個別具体的な事情に応じて相当因果関係のある

損害と認められ得るとされております。 
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【２．支払手続等】 

問２．今回の中間指針追補で示された慰謝料の支払いを受けた

い場合には、どこに連絡をすればよいのか。いつ頃賠償金が

交付されるのか。 

（答） 

原子力損害賠償紛争審査会における中間指針追補の決定

を受けて、東京電力株式会社は、賠償金支払い体制の整備

を含めて対応を検討することになると認識しています。請

求に関する具体的な手続きなどは、今後、東京電力株式会

社から発表される内容をご確認ください。 

なお、賠償金のお支払いに関するお問い合わせについて

は、東京電力株式会社福島原子力補償相談室※までご連絡

ください。 

 

 ※東京電力株式会社 福島原子力補償相談室 

    電話 ０１２０－９２６－４０４  

受付時間 ９：００～２１：００ 
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【３．対象区域】 

問３．なぜこの地域を対象にするのか。 

（答） 

１．中間指針追補の対象区域については、 

① 原子力発電所からの距離 

② 避難指示等対象区域との近接性 

③ 政府や地方公共団体から公表された放射線量に関す

る情報 

④ 自主的避難の状況（自主的避難者の多寡など） 

等の要素を総合的に勘案して決定されたものです。 

 

２．なお、中間指針追補で対象とされなかった地域について

も、個別具体的な事情に応じて相当因果関係のある損害と

認められ得るとされております。 
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【４．対象者】 

問４．自主的避難等対象者の賠償に関しては、なぜ本件事故発

生時に対象区域内に自宅がある者だけに限るのか。対象期間

のいずれかに滞在している者すべてではないのか。 

（答） 

１．中間指針追補では、対象区域内において、放射線被曝へ

の恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限や自主的避難

により、正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害され

たために生じた精神的損害等について賠償対象としたと

ころであり、そのような損害を被った者としては、通常は

本件事故発生前から当該区域に自宅がある方々が想定さ

れることから、それらの方々を対象者としています。 

 

２．但し、中間指針追補で対象とされなかった者が直ちに賠

償の対象とならないというものではなく、個別具体的な事

情に応じて相当因果関係のある損害と認められることが

あるとされています。 

6 
 



 

問５．政府の避難指示等を受けて避難した者はどのような場合

に追加の賠償を受けられるのか。 

（答） 

１．政府の避難指示等を受けて避難した者についても、「中

間指針第３の［損害項目］の６の精神的損害の賠償対象と

されていない期間」並びに「子供及び妊婦が自主的避難等

対象区域内に避難して滞在した期間（本件事故発生当初の

時期を除く。）」は、中間指針追補によって賠償の対象と

なります。 

 

２．具体的には、「中間指針第３の［損害項目］の６の精神

的損害の賠償対象とされていない期間」に該当する場合と

して、例えば、特定避難勧奨地点から避難した者の避難前

の部分（妊婦以外の大人は本件事故発生当初の時期に限

る。）が賠償の対象となります。 

 

３．また、「子供及び妊婦が自主的避難等対象区域内に避難

して滞在した期間（本件事故発生当初の時期を除く。）」

に該当する場合として、例えば、 

① 警戒区域から自主的避難等対象区域に避難した子供

及び妊婦 

② 緊急時避難準備区域から本年６月２０日以降に自主

的避難等対象区域に避難した子供及び妊婦 

③ 特定避難勧奨地点から自主的避難等対象区域に避難

した子供及び妊婦の避難後の部分 

が賠償の対象となります。 
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問６．緊急時避難準備区域や特定避難勧奨地点で避難しなかっ

た者は、今回の指針追補で賠償を受けられるのか。 

（答） 

１．緊急時避難準備区域で避難しなかった者は、「中間指針

第３の［損害項目］の６の精神的損害の賠償対象とされて

いない期間」として、屋内退避区域が解除された本年４月

２３日以降１２月末までの子供及び妊婦の精神的損害等

が賠償対象となります。 

 

２．また、特定避難勧奨地点で避難しなかった者は、「中間

指針第３の［損害項目］の６の精神的損害の賠償対象とさ

れていない期間」として、自主的避難等対象区域で避難し

なかった者と同様の精神的損害等が賠償対象となります。 
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【５．損害項目・金額】 

問７．なぜ今回の損害項目が精神的損害や生活費の増加費用等

に限られ、営業損害や就労不能に伴う損害が明記されていな

いのか。 

（答） 

１．中間指針追補では、個別具体的な事情が必ずしも判然と

しない中で、今回の対象区域から自主的避難をされた方及

び当該区域に滞在されていた方については、少なくとも共

通に生じた損害として、一定の精神的損害及び生活費の増

加分等があるとの判断がされたものです。 

 

２．なお、中間指針追補で明記されなかった損害項目が直ち

に賠償の対象とならないというものではなく、個別具体的

な事情に応じて相当因果関係のある損害と認められるこ

とがあるとされています。 
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問８．生活費の増加費用や移動費用は、個別の領収書を持って

きて実費請求すれば増額が認められるのか。 

（答） 

１．中間指針追補では、生活費の増加費用や移動費用につい

て、精神的苦痛と合算し算定することが合理的としており、

対象者に応じて算定の目安となる損害額を示していると

ころです。  

 

２．なお、中間指針追補で示された損害額を超えると考えら

れる生活費増加費用等につきましては、個別具体的な事情

に応じて相当因果関係のある損害として異なる賠償額が

認められることがあり得ます。 
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問９．子供は何歳まで対象となるのか。また、妊婦はいつの時

点から対象となるのか。 

（答） 

１．子供については、緊急時避難区域の場合と同様、原則と

して、高校３年生及びこれに相当する年齢（満１８歳）ま

でが損害賠償の対象となるものと考えられます（緊急時避

難準備区域においては、「子供」は入らないようにするこ

とが求められており、また、この区域において休校とすべ

きものに高等学校が含まれている。）。 

 

２．妊婦については、原則として、妊娠した時点から中間指

針追補でいう「妊婦」として損害賠償の対象となるものと

考えられます。 
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問１０．子供及び妊婦の損害額の算定の考え方如何。また、子

供及び妊婦以外の対象者の損害額の算定の考え方如何。 

（答） 

子供及び妊婦の損害額並びにこれら以外の対象者の損

害額については、 

① 自主的避難に係る損害について避難指示等の場合と

同じ扱いとすることは、必ずしも公平かつ合理的では

ないこと 

② 同じ地域の住民について、自主的避難者か滞在者か

の違いにより賠償額に差を設けることは、公平かつ合

理的とは言い難いこと 

③ 放射線被曝への恐怖や不安を抱くことは、特に本件

事故発生当初において、年齢等を問わず一定の合理性

を認めることができる一方、その後においても、少な

くとも子供及び妊婦の場合は一定の合理性を認めるこ

とが可能であること 

等を踏まえ、身体的損害を伴わない慰謝料に関する裁判例

等を参考にするとともに、子供及び妊婦の場合の同伴者や

保護者分も含めた生活費の増加費用等を一定程度勘案し

たものです。 
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問１１．妊婦以外の大人が、屋内退避区域の解除後に緊急時避

難準備区域となった区域に滞在し続けた場合、中間指針追補

で賠償されるのか。 

（答） 

１．妊婦以外の大人については、中間指針追補による損害賠

償の対象期間は「本件事故発生当初の時期」とされていま

す。 

 

２．「本件事故発生当初の時期」がいつまでの時期を指すか

は、中間指針追補では明確にされておりませんが、 

① 本件事故発生以降、原子力発電所の状況や放射線量

に関する情報が行政機関等によって徐々に公表された

こと 

② こうした情報をもとに本年４月２２日には屋内退避

区域が解除され、緊急時避難準備区域及び計画的避難

区域の範囲が示され、これによって政府による避難指

示等の対象区域が概ね確定したこと 

③ したがって、その頃以降は、自らの置かれている状

況について十分な情報がない時期とは言い難いと考え

られること 

から、概ね本件事故発生から本年４月２２日頃までの時期

が目安になると考えられます。 

 

３．したがって、妊婦以外の大人が、屋内退避区域の解除後

に緊急時避難準備区域となった区域に滞在し続けた場合

の慰謝料は、屋内待避指示に係る損害として中間指針で示

された１０万円になると考えられます。 
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問１２．なぜ、子供及び妊婦に係る賠償対象期間を平成２３年

１２月末までとしたのか。来年１月以降について賠償は行わ

ないのか。今後検討するとすれば、それはいつ行うのか。 

（答） 

１．子供及び妊婦に係る賠償対象期間は、少なくとも中間指

針追補策定時から確実な将来として見通すことができる

期間として、本年１２月末までとしております。 

 

２．来年１月以降については、今後の状況を踏まえ、必要に

応じて賠償の範囲等について検討することとされていま

す。 
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問１３．賠償金を日割りで請求することはできるのか。例えば、

避難指示等を受けて、１週間程度自主的避難等対象区域内に

滞在した場合に、賠償金の支払いを受けることができるの

か。 

（答） 

１．この中間指針追補で示された損害額（子供及び妊婦４０

万円、その他の対象者８万円）は、一定の対象期間を想定

した目安であり、具体的な賠償に当たっては、賠償の対象

期間に応じた金額の算定を妨げるものではありません。 

 

２．但し、避難指示等を受けて自主的避難等対象区域に避難

して滞在した期間を賠償の対象としているのは、自主的避

難等対象区域の住民の場合に準じたものとして、同区域内

に一定程度の期間滞在した場合を想定しており、滞在期間

によっては賠償の対象と認められないこともあり得ます。 

 


